
新宿区 NPO活動団体登録票 

申請年月日 平成２７年１月９日 （最終更新日：平成３０年２月１６日） №１４６ 

法 人 名 

代 表 者 名 

設 立 年 月 

特定非営利活動法人 スローライフ・ジャパン 

川島 正英（カワシマ マサヒデ） 

平成１５年１０月９日 

主たる事務所 

〒160-0002 

新宿区四谷坂町 9－4 リカビル 301 

電話：03(5312)4141 FAX：03(5312)4554 

E-mail：slowlifej@nifty.com 

ＵＲＬ：http://www.slowlife-japan.jp/ 

 

目 的 

（定款の目的） 

 

 この法人は、日本社会に対して、ゆっくり・ゆったり・ゆたかな

暮らしと、それを実現するまちづくりをすすめる事業を行う。効

率のみを追いかけてきた日本がスローライフ社会に転じ、人間性

を取戻すことを目的とする。 

現在主に行って

いる活動内容 

・全国各地でのスローライフをテーマとしたフォーラム(年 1～2

回) 

・勉強会「さんか・さろん」(毎月第三火曜日) 

・メールマガジン「スローライフ瓦版」発行(毎週火曜日) 

・各地のまちづくりについてのコンサルティング及びワークショ

ップの運営 

新宿区民を対象

とした活動内容 

（予定も含む） 

※過去には 

・平成 16年 9月～平成 17年 2月「スローライフ・スクール 新

宿」開催。(毎月 1回新宿区内主に四谷区民センターにて講義とワ

ークショップ) 

・平成 19年 5 月 19日「第 1回スローライフ学会フォーラム」を

歌舞伎町で開催 

 

※現在は月に一度のスローライフ勉強会が区民どなたでも参加で

きる活動です。 

活 動 地 域 全域(ほか全国各地) 

活 動 頻 度 
事務所(月)～(金) 10時～18時 (土、日、祝祭日休み) 

事 業 費 

28年度 

総事業費 （7,729,694円）① 

特定非営利活動費 （7,729,694円）② 

②／①＝（100）％ 

事業年度及びその

他の事業の有無 

４月１日～３月３１日まで 

その他の事業  有・無  

所轄庁への届出 

書提出状況 
平成 28年度 東京都へ届出 

http://www.slowlife-japan.jp/
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活 動 分 野 
1，2，3，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，

19 

運 営 状 況 

会費 

個人正会員年会費：10,000円 サポート会員年会費：5,000円 

自治体会員年会費：50,000円 企業会員年会費：50,000円 

会員の内容及び会員数 

正会員 19人(平成 30年 2月現在) 

賛助会員 31人(平成 30年 2月現在) 

スタッフの構成 

 スタッフ 5名(ボランティア) 

 男性 3名、女性 2名 30代～80代 

意思決定の方法 

 役員(理事＝正会員)のみで行っている。 

(総会年 1回、理事会年 2回) 

 

これからの課題 

 

 新宿区に事務所をおきながらも、区民対象の活動が少なかった。

これまでに築いた地方のむら・まちの田舎暮らしや地域資源と、

新宿区民のニーズとをつなげるプロジェクトを急ぎ創っていく。 

 

 

 

 

NPOから区民の方への PR 

全国各地のむら、まちや地域の宝物を紹介できる NPO法人です。 

新宿区に住みながらも、スローライフを考え、楽しむお手伝いをいたします。 


